
ＰＴＡ 規 約 細 則 

 

 

◆旅 費 お よ び 活 動 費 

規約第 23条による旅費（校外の会議等の出席）については、次のとおり定める。 

ただし、参加先より交通費・活動費が支給される場合は、当ＰＴＡからは支給しない。 

１． 理事会・連絡会・分科会などへ本校代表として参加する場合に支給。 

本人の希望で個人的に参加する場合は支給の対象にならない。 

     ・学校から乗合で行く・・車を出した人に３００円支給 

     ・自宅から直接車で行く・・３００円支給 

     ・自宅から公共交通機関を利用・・実費を支給 

     ・学校から公共交通機関を利用・・学校からの実費を支給 

     ・活動費・・５００円 

２．全肢Ｐ大会参加費用については、「全・関肢Ｐ連大会補助費」より下記のとおり支給する。 

    ＜交通費・宿泊費＞ 

     ・全国大会２名 関東大会２名とする。（対象者は保護者） 

       ただし、超える希望者がいる場合は、抽選・話し合い等で決める。 

     ・交通費＋宿泊費の上限は … 全国大会 ５万円（２泊まで） 

… 関東大会 ３万円（１泊まで）とする。 

       交通費・宿泊費合わせて限度額内で収まる場合は全額支給するが、参加者が多

い場合は、上限額を人数で均等割りにして支給する。 

       ただし担当校等での出席（必須）の場合は、交通費は全額支給、必要経費（参

加費、宿泊費等）も状況に応じて支給する。 

３．特別の場合（発表校、開催県等）については、「全・関肢 P 連大会補助費」の中で、積み

立てる。 

４．緊急の場合に限り、駐車場代・駐輪場代・タクシー代を支給する。（役員会での承認、実

費領収証を必要とする。） 

５．ＰＴＡとして公的行事（必須）に参加の場合で、一時ケアを外部で利用した場合は、その

費用を支給する。  

 

 

 

 

 

 

 



◆ 慶  弔 

規約第 24条による児童生徒及び会員の互助または慶弔については、次のとおり定める。 

１. 慶弔の種類は次のものとし、それぞれについては表のとおりである。 

（1）転退職記念 （2）死亡弔慰  

 

  転退職 死亡弔慰 

会員  

教職員 
本人 

花代として 

１，０００円 

１０，０００円 

会員  

保護者 
本人 

 １０，０００円 

２. その他、必要に応じて役員会ではかり、会員に報告する。 

 

◆ ＰＴＡ会費 

規約第 17条によるＰＴＡ会費について、払い戻し及び中途転入時の会費徴収については以下のよう

に定める。            

１. 会費の払い戻しについて、児童生徒に関しては下記等の学籍が無くなった場合を対象とす

る。 

・転校（入所による転校も含む）・・・翌月から払い戻し 

・死亡 ・・・翌月から払い戻し 

    ・退会 ・・・退会届記入日の翌月から払い戻し 

 

２．教職員に関しては、退会・異動・退職・死亡時を対象とする。 

・異動・退職・死亡 ・・・翌月から払い戻し 

・退会 ・・・退会届記入日の翌月から払い戻し 

 

３．中途転入時の会費徴収は、児童生徒・教職員共に翌月から徴収。 

 

◆ 予備費 

規約第 28条によるＰＴＡ会費の予備費について、以下のように定める。            

１. ＰＴＡ会員が共有して通常使用する消耗品や備品とは別に、臨時で購入が必要になった場

合、以下の通り各会での承認を得て購入することができる。 

・１万円未満・・・役員会 

・１万円以上５万円未満・・・運営委員会 

・５万円以上・・・ＰＴＡ総会 

２．その他、臨時支出についても上記に準ずるものとする。 
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